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海津市防犯カメラ設置事業補助事業の手引き 

（海津市防犯カメラ設置事業補助金） 

地域住民の身近で起こる犯罪や不安に感じる事案の発生を抑止し、犯罪

のない安全で安心なまちづくりを推進するため、区や自治会を対象に、新

たに設置する防犯カメラの初期費用の一部を補助します。 

補助対象となるカメラ 

海津市内に新たに設置する防犯カメラで、かつ次のすべてを満たすものが対象

となります。 

① 自治会が設置し、管理・運用するもの 

② 犯罪抑止を目的とするもの 

③ 不特定多数の人が通行できる場所（主に道路）を撮影するもの 

④ 特定の場所に継続的に固定して設置するもの 

⑤ 映像を記録する機能を有するもの 

 

 

補助対象団体 

区・自治会 

補助対象経費 

補助対象 補助対象外 

・防犯カメラ購入費（附属品含む） 

・設置工事費 

・専用ポール設置工事費 

・設置表示版購入及び設置工事費 

・保守費用 

・保険料 

・修理費 

・電気料金等の維持管理費 

・地代 

・振込手数料 

補助金額 

補助対象経費の２分の１以内の額（上限１０万円） 

※１，０００円未満の端数は切捨て。  

≪対象とならないカメラの例≫ 
●個人宅や特定の建物のみを監視する目的のもの 
●可動式（持ち運び可能）のもの 
●録画機能のないもの 
●車載カメラやドライブレコーダー、スマートフォン、タブレット 



2 

 

その他補助の要件 

 交付決定の日の属する年度内に設置が完了する見込みであること。 

 設置完了日から５年以上、適切に維持管理できる見込みがあること。 

 海津市防犯カメラの設置・運用に関するガイドラインに基づいた設置、管理運

用を行うことができること。 

 区・自治会の総会等において、地域の総意として設置を決定していること。 

申請の流れ 

１ 交付申請前に行うこと【区・自治会】 

 

２ 交付申請書の提出【区・自治会 → 市】 

 

３ 交付決定【市 → 区・自治会】 

 

４ 防犯カメラの設置（交付決定後）【区・自治会】 

 

５ 完了報告書の提出（設置工事完了後）【区・自治会 → 市】 

 

６ 確定通知【市 → 区・自治会】 

 

７ 補助金交付請求書の提出【区・自治会 → 市】 

 

８ 補助金の振込【市 → 区・自治会】 
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１. 補助金交付申請の前に行うこと【区・自治会】 

① 区・自治会内で設置について、合意形成を行ってください。 

② 設置場所の所有者及び管理者の許可を得てください。 

③ 撮影範囲にある住民等の同意を得てください。 

④ 事前に生活・環境課にご相談ください。補助対象かどうかなど、確認させて

いただきます。 

２. 交付申請書の提出【区・自治会 → 市】 

次の書類をご提出ください。（提出先：海津市役所西館１階 生活・環境課） 

① 海津市防犯カメラ設置事業補助金交付申請書（様式第１号） 

② 収支予算書（様式第２号） 

③ 見積書 

④ 防犯カメラの機器等の仕様が分かるカタログ等 

⑤ 自治会の総意であることを証する書類（総会資料の写し等） 

⑥ 設置場所の位置図及び現況写真 

⑦ 撮影対象区域の写真 

⑧ 土地使用に関する承諾書 

⑨ 道路交通法並びにその他法令に基づく許可等が必要な場合は、当該許可を

受けたことを証する書類 

 

 

３. 交付決定【市 → 区・自治会】 

申請書類の審査後、海津市防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書（第３号

様式）を郵送します。 

※交付決定後、申請内容に変更が生じた場合は、海津市防犯カメラ設置事業補

助金変更交付申請書（様式第４号）に必要書類を添えて、提出して下さい。

（申請を取り下げる場合は、書面（任意）にてご提出ください。） 

４. 防犯カメラの設置（交付決定後）【区・自治会】 

交付決定通知を受けた後に、防犯カメラの設置等を実施してください。 

≪注意事項≫ 
●交付決定前に着手したものは補助対象外となります。交付決定通知書が届
くまで、防犯カメラの購入や業者への工事発注等を行わないでください。 
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５. 完了報告書の提出（設置工事完了後）【区・自治会 → 市】 

事業完了後、次の書類をご提出ください。 

① 海津市防犯カメラ設置事業補助金完了報告書（様式第６号） 

② 収支決算書（様式第７号） 

③ 請求書の写し及び領収書の写し 

④ 防犯カメラ及び設置表示板の写真 

⑤ 設置後の現況写真 

⑥ 防犯カメラで撮影した映像の静止画 

⑦ ガイドラインに基づいて策定した防犯カメラ設置及び運用規程 

６. 確定通知【市 → 区・自治会】 

補助事業完了報告書を審査した後、海津市防犯カメラ設置事業補助金額確定

通知書（様式第８号）を郵送します。 

７. 補助金交付請求書の提出【区・自治会 → 市】 

次の書類をご提出ください。 

① 海津市防犯カメラ設置事業補助金交付請求書（様式第９号） 

８. 補助金の振込【市】 

ご指定の金融機関の口座へ補助金を振り込みます。（請求書受付後３週間程度） 

 

問い合わせ 

〒５０３－０６９５ 

海津市海津町高須５１５ 

海津市役所 市民生活部 生活・環境課 

ＴＥＬ：０５８４－５３－３１９５ 

ＦＡＸ：０５８４－５３－１５９８ 

メール：seikatsukankyo@city.kaizu.lg.jp 
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【様式集】 

様式第１号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

海津市長 宛て 

 

申請者 住所 
 

                     団体名 
 

                     代表者氏名 
 

                     連絡先 

 

海津市防犯カメラ設置事業補助金交付申請書 

 

 防犯カメラの設置について、海津市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱第６条の規定に

より、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 
 

 １ 設置の目的 

 

 ２ 交付申請額                  円 

 

 ３ 添付書類 

⑴ 収支予算書（様式第２号） 

⑵ 第４条各号に掲げる費用に係る見積書及び防犯カメラの機器等の仕様が分かるカ

タログ等の書類 

⑶ 自治会の総意であることを証する書類 

⑷ 防犯カメラの設置場所の所有者等の承諾を証する書類 

⑸ 補助事業を実施する場所の位置図及び現況写真 

⑹ 防犯カメラの撮影対象区域を表示した平面図又は撮影対象区域を撮影した写真 

⑺ 補助事業の実施について道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）その他の法令

に基づく許可等が必要である場合にあっては、当該許可等を受けたことを証する書

類 

⑻ その他市長が必要と認めるもの  
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様式第２号（第６条関係） 

 

収支予算書 

 

収入 

内  容 金額（円） 

海津市補助金  

他の公的補助金等  

実施団体負担金  

その他  

合 計  

 

 

支出 

内  訳 
金額（円） 

品名・規格等 数量 

   

   

   

   

   

   

 消費税及び地方消費税  

 合 計  
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様式第４号（第９条関係） 

 

年  月  日 

 

海津市長 宛て 

 

申請者 住所 
 

                     団体名 
 

                     代表者氏名 
 

                     連絡先 

 

 

海津市防犯カメラ設置事業補助金変更交付申請書 

 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定を受けました海津市防犯カメラ

設置事業補助金について、海津市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱第９条の規定により、

下記のとおり関係書類を添えて変更の申請をします。 

 

記 
 
 

 １ 変更申請の概要 

 

 

 

 ２ 変更申請の理由 

 

 

 

 ３ 既交付決定額                 円 

 

４ 変更交付申請額                円 

 

 ５ 添付書類  
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様式第６号（第１０条関係） 

年  月  日 

 

海津市長 宛て 

 

申請者 住所 
 

                     団体名 
 

                     代表者氏名 
 

                     連絡先 

 

 

海津市防犯カメラ設置事業補助金完了報告書 

 

 

     年  月  日付け  第   号により補助金の交付決定を受けました防犯

カメラの設置について、補助事業が完了しましたので、海津市防犯カメラ設置事業補助金

交付要綱第１０条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

記 
 

 １ 防犯カメラ設置場所 

 

 ２ 事業費                    円 

 

 ３ 着手年月日     年  月  日 

 

 ４ 完了年月日     年  月  日 

 

 ５ 添付書類 

⑴ 収支決算書（様式第７号） 

⑵ 第４条各号に掲げる費用に係る請求書及び領収書の写し 

⑶ 防犯カメラ及び設置表示板の写真 

⑷ 防犯カメラ及び設置表示板の設置状況が確認できる写真を含めた補助事業実施後

の現況写真 

⑸ 補助事業により設置した防犯カメラにより撮影した映像の静止画を印刷したもの 

⑹ ガイドラインに基づいて策定した防犯カメラ設置及び運用規程  
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様式第７号（第１０条関係） 

 

収支決算書 

 

収入 

内  容 金額（円） 

海津市補助金  

他の公的補助金等  

実施団体負担金  

その他  

合 計  

 

 

支出 

内  訳 
金額（円） 

品名・規格等 数量 

   

   

   

   

   

   

 消費税及び地方消費税  

 合 計  
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様式第９号（第１２条関係） 

 

  年  月  日 

 

 海津市長 宛て 

 

請求者 住所 
 

                     団体名 
 

                     代表者氏名 
 

                     連絡先 

 

 

海津市防犯カメラ設置事業補助金交付請求書 

 

 

  年  月  日付け  第  号で交付額の確定を受けた海津市防犯カメラ設置

事業補助金について、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 １ 交付請求額  金            円 

 

 ２ 振込先 

       本店 

                      銀行   支店 

                      農協   出張所 

  金融機関名     信用金庫  代理店 

 

       フリガナ 

       口座名義人                            

 

       種別 普通 ・ 当座  口座番号               
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【参考】海津市防犯カメラの設置・運用に関するガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

海津市防犯カメラの設置・運用に関する 

ガイドライン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月 
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第１ ガイドライン制定の目的及び対象 

 

１ ガイドライン制定の目的 
 
  海津市は、地域住民の身近で起こる犯罪及び地域住民が不安に感じる事案の発生を抑

止し、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進しています。 

  安全で安心なまちづくりを推進していく中で、防犯カメラは、犯罪の抑止効果がある

とともに、犯罪発生時には犯罪者の特定にも役立つなど、その効果は社会的にも認めら

れており、さまざまな施設で防犯カメラが設置されています。その効果が認知される一

方、撮影される個人のプライバシーなどの人権が侵害されるのではないか、と不安を感

じる人もいます。 

  そのため、防犯カメラの設置や運用にあたっては、撮影される人への十分な配慮が必

要になります。そこで、海津市では、防犯カメラの有効性とプライバシーの保護との調

和を図るため「防犯カメラ設置・運用に関するガイドライン」を策定しました。 

 

２ 対象となる防犯カメラ 
 
  ガイドラインの対象となる防犯カメラは、公共交通機関をはじめ、各種公共施設、商

業施設、スポーツ・レジャー施設、宿泊施設、道路、公園、駐車場・駐輪場など、不特

定多数の人が利用する施設や場所に犯罪の抑止を目的（犯罪の抑止を副次的目的とする

場合も含む。）として、継続的に設置しているカメラで画像記録機能を有するものとしま

す。 

 

第２ 防犯カメラの設置及び運用 

 

１ 設置目的の設定と目的外利用の禁止 
 

  防犯カメラは、どのような目的で設置するのかを明確に定め、その目的を逸脱した利

用を行わないこととします。 

 

２ 設置場所と撮影範囲 
 
  防犯カメラで撮影された画像は、その取り扱いによっては個人のプライバシーなどの

人権を侵害する恐れがあり、どこにでも防犯カメラを設置してもよいというものではあ

りません。防犯カメラの設置・運用にあたっては、犯罪の抑止効果を高めるとともに、

不必要な個人の撮影を防ぐために、設置場所や設置目的を明確にし、撮影範囲は必要最

小限にしておくこととします。 

  また、カメラの角度を調整するなど、住宅内部などの私的空間が映らないように配慮

する必要があります。 
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３ 防犯カメラ設置の表示 
 
  防犯カメラの設置にあたっては、あらかじめ設置されていることを周知するとともに、

犯行を抑止する効果を高めるため、撮影対象区域内または撮影区域の出入り口付近など

見やすい場所に、防犯カメラを設置していることと、設置者の名称を表示することとし

ます。 

 

４ 管理責任者・操作取扱者の指定 
 

  防犯カメラは、その運用を誤れば個人のプライバシーの侵害につながります。防犯カ

メラの設置者は、適切な画像の取り扱い、情報漏えいの防止、画像の適切な管理などを

行う必要があるため、管理責任者を指定することとします。 

  管理責任者は、自ら防犯カメラの操作ができない場合は、操作取扱者を指定し、その

指定を受けた者だけに操作等を行わせることとします。 

 

５ 秘密の保持 
 
  防犯カメラの設置者、管理責任者、操作取扱者（以下「設置者等」という。）は、防犯

カメラを設置・運用することによって個人情報を収集し、管理することになります。し

たがって、設置者等は、記録された画像から知り得た情報を他に漏らしたり、不当に使

用したりしてはなりません。また、設置者等でなくなった後においても同様とします。 

 

６ 画像データの適正な管理 
 

  個人の画像データが、本人の知らない間に社会に出回ることは絶対に避けなければな

りません。また、記録媒体の小型化、大容量化が進んでおり、画像の持ち出しや複写が

容易になっていることから、画像の漏えい、紛失、き損の防止等画像を安全に管理する

必要があります。 

  次の事項に留意し、画像データを適正に管理するために、必要な措置を講ずることと

します。 

（１） 記録された画像データの不必要な複写や加工を行わないこと 

（２） 画像データを記録した記録媒体（ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ、メモリーカード、外付

けハードディスクなど）は、施錠できる保管庫等に保管すること 

（３） 記録媒体がある場所は、部屋の施錠や許可した者以外の立ち入りの禁止・使用制

限など、安全管理対策を万全にしておくこと 

（４） 画像データの持ち出しや転送を禁止すること 

（５） インターネットの回線等を利用して画像データの送受信を行う場合は、情報漏え

いや不正アクセス防止措置を講ずること 

（６） 画像データの保存期間は、設置目的達成のため必要最小限の期間（最大１カ月を

目安）とすること 
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（７） 保存期間を終了した画像データは、速やかに消去するか、上書きによる消去をす

ること 

（８） 記録媒体を処分するときは、破砕または復元できない完全な消去を行い画像デー

タが読み取れない状態で処分し、処分の日時、方法等を記録すること 

 

７ 画像データの閲覧・提供の禁止 
 

   防犯カメラで撮影された画像データについては、プライバシーなどの人権が侵害さ

れることのないよう、次の場合を除き、他の目的での利用や他の者への閲覧・提供を

禁止することとします。 

（１） 法令に基づく場合 

「法令に基づく場合」とは、裁判官が発する令状に基づく場合や、捜査機関から

の照会（刑事訴訟法第１９７条第２項）、弁護士からの照会（弁護士法第２３条

の２第２項）に基づく場合等をいいます。 

（２） 個人の生命、身体又は財産の安全確保その他公共の利益のために緊急又はやむを

得ない場合 

例えば、行方不明者の安否確認、災害発生時における被害状況を情報提供する場

合などが想定されます。 

（３） 画像から識別される本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合 

   また、画像データの閲覧・提供にあたっては、要請者から身分証明書の提出を求め

るなど、本人確認を行い、閲覧・提供した日時や相手先、画像データの内容、目的・

理由などを記録しておくこととします。 

 

８ 苦情等への対応 
 
   設置者等は、防犯カメラの設置・管理に関する苦情や問い合わせに対して、誠実か

つ迅速に対応することとします。 

 

第３ 設置・運用規程 

 

  防犯カメラの設置及び運用規程の策定 
 

   設置者等は、このガイドラインに基づき、防犯カメラの設置・運用を適切に行うた

め、設置目的などを盛り込んだ設置・運用規程を定めることとします。 

   策定にあたっては、別添（策定例）を参考にしてください。  
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（策定例） 

 

〇〇〇〇防犯カメラ設置及び運用規程 

 

１ 設置目的 
 

  この規程は、〇〇〇〇に設置する防犯カメラについて、住民の身近で起こる犯罪及び

住民が不安に感じる事案の発生を抑止し、犯罪のない安全で安心なまちづくりに寄与す

ることと併せ、防犯カメラに撮影される者のプライバシーの保護を図るため、その設置

及び運用について定める。 

 

２ 設置場所及び設置表示 
 
⑴ 設置場所及び設置台数 

別紙配置図のとおり、〇〇〇〇に〇台の防犯カメラを設置する。 

⑵ 設置表示 

防犯カメラの撮影区域の見やすい場所に「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載し

た表示板を掲示する。 

 

３ 管理責任者 
 

⑴ 防犯カメラの適正な設置運用を図るため、管理責任者を置くものとする。 

⑵ 管理責任者は、〇〇〇〇とする。 

 

４ 管理体制 
 
⑴  管理責任者の責務は、次のとおりとする。 

① 画像データにより知り得た情報の漏えい、または不正な使用の防止のため必要な

措置に関すること 

② 防犯カメラの設置及び運用に関する苦情や問い合わせに関すること 

③ その他、画像データの適正な取り扱いに関すること 

⑵ 管理責任者が必要であると判断したときは、防犯カメラの操作及び画像データの取

り扱いを行う操作取扱者を指定することができる。 

⑶ 管理責任者及び操作取扱者以外の者による操作及び取り扱いを禁止する。 

 

５ 画像データの管理 
 
⑴ 記録された画像データは、撮影時のまま保管するものとする。 

⑵ 画像データを記録した記録媒体は、施錠できる保管庫等で適正に管理するものとす

る。 
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⑶ 記録媒体がある場所は、管理責任者及び管理責任者が許可した者以外は立ち入るこ

とができない。 

⑷ 画像データの外部への持ち出し及び転送は、原則、禁止とする。 

⑸ 撮影された画像データの保存期間は、概ね〇〇日とする。 

⑹ 記録された画像データの不必要な複写や加工を行わないものとする。 

 

６ 画像データの消去 
 

 ⑴ 保存期間を経過した画像データは、重ね撮り等により速やかに消去するものとする。 

 ⑵ 記録媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人で破砕等により完全に画像デ

ータが読み取れない状態で処分したことを確認した上、処分した日時、方法等を記録

するものとする。 

 

７ 画像データの取り扱い 
 
 ⑴ 画像データは、個人情報の保護に留意し、適切に取り扱うものとする。 

 ⑵ 記録された画像データは、設置目的以外の目的のために利用しないものとする。 

 ⑶ 画像データは、次の場合を除き、第三者に閲覧・提供しないものとする。 

① 法令に基づく場合 

② 個人の生命、身体又は財産の安全確保その他公共の利益のために緊急又はや 

むを得ない場合 

③ 画像から識別される本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合 

   ただし、画像データの閲覧・提供を行う場合は、要請者から身分証明書等の提出を

求め、本人確認を行うとともに、閲覧・提供の必要性を十分検討するものとする。ま

た、画像データを閲覧・提供したときは、日時、相手先、目的・理由、画像データの

内容等を記録するものとする。 

 

８ 苦情等の処理 
 

  管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関する苦情や問い合わせを受けた時は、

誠実かつ迅速に対応するものとする。 

 

 （附 則） 

 この規程は、○○年〇〇月〇〇日から施行する。 

 


